
施工パッケージ型積算方式による積算① 
 

施工パッケージ型積算方式では、標準単価（基準年月における東京17区の施工単価）に、

機労材（機械費・労務費・材料費）ごとの神奈川県単価と東京 17 区単価の割合による補正を

行うことで、積算年月における神奈川県の積算単価を算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工パッケージ型積算方式による施工単価は、①～④の各項目により算出します。 

 

① 標準単価（基準年月における東京 17 区の施工単価） 

② 機労材構成比（標準単価に占める機労材の構成割合） 

③基準単価（基準年月における東京 17 区の機労材単価） 

④地区単価（積算年月における神奈川県各地区の機労材単価） 

 

①～④の項目は次の資料を適用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪補正式（イメージ）≫ 
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施工単価 
（神奈川） 

 
機械単価 

（積算年月 神奈川） 

 

労務単価 
（積算年月 神奈川） 

 

材料単価 
（積算年月 神奈川） 

 

機械単価 
（H31.4 東京） 

 

労務単価 
（H31.4 東京） 

 

材料単価 
（H31.4 東京） 

 

標準単価 
（H31.4 東京） 

 

Ｋ：標準単価に占める機械費の構成割合 
Ｒ：標準単価に占める労務費の構成割合 
Ｚ：標準単価に占める材料費の構成割合 
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② 

③ 

④ 

③ 

④ 

③ 
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【①標準単価・②機労材構成比】 

神奈川県県土整備局のホームページに公表する「施工パッケージ型積算方式につ 

いて」を適用します。 

【③基準単価】 

神奈川県県土整備局のホームページに公表する「施工パッケージ型積算方式代表機

労材規格基準単価表」を適用します。 

【④地区単価】 

従来どおり、土木工事資材等単価表、設計図書や各種刊行物（建設機械等損料表、 

積算資料及び建設物価等）により確認することができます。 

上下水道局 

（水道事業） 

令和３年４月 

単価世代 

１ 

※基準年月日については、架空の

年月日を使用しています。 

資料４ 



施工単価の算出例② 

 
 

   ※①から⑩、ⒶからⒽ、ⓐからⓘは、次ページに対応しています。 

また、基準単価及び地区単価は架空の値を使用しています。
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上下水道局 

（水道事業） 

令和３年４月 

単価世代 



単 価 表（例） ③ 

 
 

【基準単価】 

「施工パッケージ型積算方式代表機労材規格基準単価表」は、 

神奈川県技術管理課ホームページに公表しています。 

【機労材構成比】 

神奈川県県土整備局のホームページに公表する 

「施工パッケージ型積算方式について」を適用します。 

※標準単価も同様です。 

※標準単価は単価表には表記されません。 

施工パッケージ 

施工単価 

【地区単価】 

神奈川県県土整備局 

・公共工事設計労務単価表 

・土木工事資材等単価表 

   各種刊行物 

見積り単価等 
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積算単価 39,550.  =  35847 
  ((1.61/100＊51,000/48,000) ＊ (1.99/(1.61)) 

+ (25.49/100＊19,000/17,000 + 16.34/100＊22,000/20,500 + 6.1/100＊23,000/22,000 + 1.14/100＊23,500/20,500) ＊ (61.66/(25.49+16.34+6.1+1.14)) 
+ (35.97/100＊14,000/12,500 + 0.31/100＊130/120) ＊ 36.35/(35.97+0.31) 
+ (100‐1.99‐61.66‐36.35)/100) 

※金抜き設計書には、        部分は記載されていません。 

また、基準単価及び地区単価は架空の値を用いています。 
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